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はじめに

令和7年度より「業務主任者等選任又は解任届書」「液化石油ガス販売事
業報告」及び「保安業務実施状況等報告」に係る手続きを、オンラインで
行なうことができるようになりました。

本手引きを参考に、正しい手続きを行ってください。
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共通事項
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① 「保安ネット 経済産業省」等と検索し、経済産業省ホームページにアクセスします

② 保安ネットから、栃木県へ届出提出する場合は、こちらをクリックします。
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① アカウントをお持ちでない方は、こちらをクリックしてアカウントを作成してください。

② 下記①で作成したアカウント・パスワードを入力して「ログイン/Login」をクリックします。
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ログイン後のトップページから「自治体に提出」をクリックします。

6

※ログインするパソコン等の環境によっては、本ページが表示されずに次ページ（７Ｐ）から表示される可能性があります。
その際は、７Ｐから手続きを進めてください。



続いて、「他の自治体」をクリックします。
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続いて、「栃木県」をクリックします。
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続いて、「新規手続」をクリックします。

9



「新規手続」をクリックすると本画面に遷移します。ここから各手続を選択しクリックします。
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業務主任者等選任又は解任届書
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業務主任者等の選解任の手続を行います。「手続作成」をクリックします。

12



「基礎情報」を入力するページです。届出をされるかたの情報を入力します。
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① 続いて、連絡先情報を入力します。
届出内容に不備等があった際の連絡先になるので、必ず連絡がとれる情報を入力してください。

② 入力が完了したら、「次へ」をクリックします。 14



続いて「詳細情報」を入力するページです。業務主任者の選解任を行う事業者情報を入力します。
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① 業務主任者の選解任を行う事業者の販売所の情報を入力します。

② 販売所が契約をしている一般消費者数（メーター数）を入力します。

③ 契約をしている一般消費者数（メーター数）に対する必要な業務主任者数を入力してください。
必要な数が分からない方は液石法規則第22条を参照してください。

④ 液石法第35条の６による販売事業者の認定（同規則第46条第1項の認定に限る）を受けた事業者はチェックをしてください。16



① 選任される業務主任者の情報を入力します。

③ 業務主任者の方は、講習を受講しているか確認をしてください。
次項で免状等（業務主任者：第二種販売主任者免状 代理者：第二種販売主任者免状又は
業務主任者の代理者講習修了証（高圧ガス保安協会））の写し（スキャンデータ・写真等）
を添付します。
講習未受講の場合は、受講申込みを確認できる書類を添付してください。

② 販売に関する経験年数月を入力します。

⑤ 選任者が複数の場合は、「追加」をクリックし、選任情報を追加します。

17

④ 講習を未受講の場合は入力してください。



同様に解任される業務主任者の情報を入力します。
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入力が完了したら「次へ」をクリックします。
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① 続いて免状の写し等のデータを添付します。最初に「一時保存」をクリックします。
※一時保存をクリックしないと、データの添付ができません。

② 「新規追加」をクリックします。
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「免状等の写し・講習受講欄」又は「業務主任者の代理者講習修了証（高圧ガス保安協会）」
のスキャンデータ等を添付します。
添付したデータの写真や文字が不鮮明だと、再度提出が必要になる可能性があります。
ご注意ください。
※届出者と業務主任者等選任又は解任を行う事業者が異なる場合（代理で届出する場合）は、
委任者押印済の委任状のスキャンデータ等を添付してください。
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① 添付したデータが間違っていないか、よく確認してください。

② 「次へ」をクリックします。

22



入力した情報が全て表示されるので、よく確認してください。

23



入力内容に間違いがなければ「提出」をクリックします。

26



提出完了となります。
※提出内容に補正等の必要がある場合は、県担当者から連絡先情報に登録をした方へ連絡があります。
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液化石油ガス販売事業報告

28



液化石油ガス販売事業報告の手続きを行います。「手続作成」をクリックします。

29



基礎情報を入力します。要領は「業務主任者等選任又は解任届書」の貢と同様です。

30



基礎情報を入力後、間違いがなければ「次へ」をクリックします。

31



販売事業報告を行う販売所の情報を入力します。

販売事業報告を行う事業年度（期間）の始期と終期を入力します。
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① 販売する一般消費者の数（契約戸数）を入力します。 ② 保安業務の委託状況を１～７号まで入力します。

③ 委託せずに自社で保安業務を行っている場合は、自社名称及び認定番号を入力してください

⑤ 委託先が複数ある場合は「追加」をクリックし、入力欄を追加します。

⑥各委託先の合計数が①の数値になるよう入力します

④ 委託している場合は、委託先の事業所名称（支店名まで）及び認定番号を入力します。
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保安業務の委託状況を１～７号まで入力し、「次へ」をクリックします。

35



添付資料は必要ありません。「次へ」をクリックします。

36



入力した情報が全て表示されるので、よく確認してください。

37



入力内容に間違いがなければ「提出」をクリックします。

41



提出完了となります。
※提出内容に補正等の必要がある場合は、県担当者から連絡先情報に登録をした方へ連絡があります。
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保安業務実施状況等報告

43



保安業務実施状況等報告の手続きを行います。「手続作成」をクリックします。

44



基礎情報を入力します。要領は「業務主任者等選任又は解任届書」の貢と同様です。

45



基礎情報を入力後、間違いがなければ「次へ」をクリックします。
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47

販売事業報告を行う事業年度（期間）の始期と終期を入力します。



① 保安業務実施状況等報告を行う事業所の情報を入力します。

② 事業所の名称を入力します。（支店名まで入力してください）

② 事業所の保安業務資格者の数を入力します。

③ 事業所に最低限必要な保安業務資格者の数を入力します。計算方法が分からない場合は、記載の告示をご確認ください。
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① １号業務の実施状況を入力します。

② 保安機関認定（更新）時の計画数を入力します

③ 保安機関として保安業務を行う数（総件数）を入力します

④ 保安機関として受託をしている数を入力します

⑤ 保安機関として期間内に実際に１号業務を行った数を入力します。

⑥ 任意項目のため不明の場合は０と入力します。
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① ２号業務の実施状況を入力します。

② 保安機関認定（更新）時の計画数を入力します

③ 保安機関として保安業務を行う数（総件数）を入力します

④ 保安機関として受託をしている数を入力します

⑤ 保安機関として期間内に実際に２号業務を行った数を入力します。
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① ３号業務の実施状況を入力します。

② 保安機関認定（更新）時の計画数を入力します

③ 保安機関として保安業務を行う数（総件数）を入力します

④ 保安機関として受託をしている数を入力します

⑤ 保安機関として期間内に実際に３号業務を行った数を入力します。

⑥ 任意項目のため不明の場合は０と入力します。
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① ４号業務の実施状況を入力します。

② 保安機関認定（更新）時の計画数を入力します

③ 保安機関として保安業務を行う数（総件数）を入力します

⑥ 再調査、拒否、不在等について受託と総件数に分けて入力します（任意事項のため不明の場合は０と入力します）

④ 保安機関として受託をしている数を入力します

⑤ 保安機関として期間内に実際に４号業務を行った数（総件数）を入力します。
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① ５号業務の実施状況を入力します。

② 保安機関認定（更新）時の計画数を入力します

③ 保安機関として保安業務を行う数（総件数）を入力します

⑤実際に周知した方法別の数を記入します。（任意項目のため不明の場合は０とします）
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④ 保安機関として受託をしている数を入力します



① ６号及び７号業務の実施状況を入力します。

② 保安機関認定（更新）時の計画数を入力します

④ 保安機関として受託をしている数を入力します

③ 保安機関として保安業務を行う数（総件数）を入力します
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① 役員又は構成員について変更があった場合は入力します。変更がない場合は「特になし」と入力します。

② 「次へ」をクリックします。
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添付資料は必要ありません。「次へ」をクリックします。

56



入力した情報が全て表示されるので、よく確認してください。

57



入力内容に間違いがなければ「提出」をクリックします。

63



提出完了となります。
※提出内容に補正等の必要がある場合は、県担当者から連絡先情報に登録をした方へ連絡があります。
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各届出のご提出後について

65



受理完了の場合

66



67

① 栃木県で受理されると、ご登録のメールアドレス宛に以下のような通知が届きます。

② 受理に係る情報（受理番号等）をご確認される場合は、クリックします。



68

保安ネットにログインして「自治体に提出」をクリックします。



69

「全手続一覧」をクリックします。



70

プルダウンリストから「液化石油ガス法」→「関東」→「栃木県」→「受理完了」を選択します。



71

受理が完了した届書が表示されるので、クリックします。



72

届書の内容が表示されるので、「審査」をクリックします。



73

受理番号等が確認できます。



担当者から問合せ（修正依頼等）がある場合
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75

① 問合せ（修正依頼等）があると、ご登録のメールアドレス宛に以下のような通知が届きます。

② 問合せ内容をご確認される場合は、クリックします。



76

保安ネットにログインして「自治体に提出」をクリックします。



77

「全手続一覧」をクリックします。



78

プルダウンリストから「液化石油ガス法」→「関東」→「栃木県」→「問合せ」を選択します。



79

問合せ（修正依頼等）の対象となる届書が表示されるので、クリックします。



80

届書の内容が表示されるので、「問合せ履歴」をクリックします。



81

問合せ内容が表示されます。必要に応じて「編集」をクリックして、提出内容を修正します。
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